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(57)【要約】
【課題】　新型ウイルス等に感染したおそれがあって隔
離が必要と判断される発熱患者を、入国より前に高い確
度で発見できる機内乗客の体温監視システムを提供する
。
【解決手段】　航空機内の座席１０に座る乗客の体温を
、前席背面に取付けられた小型赤外線カメラにより測定
する。測定された体温データから発熱患者を発見し、Ｃ
Ａ詰め所に設置された座席モニタ４０上に、座席位置と
共に表示することにより、ＣＡに注意を喚起する。発熱
患者の隔離が必要かどうかを判断する際の材料となる乗
客の体温履歴、入出国履歴等を座席モニタ４０上に表示
する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機内の座席に座る乗客の放射熱による体温検出が可能な座席周囲の特定位置に取付
けられた複数の赤外線カメラと、
　複数の赤外線カメラで撮影された乗客画像データを処理して各乗客の体温を検出する画
像データ処理部と、
　画像データ処理部で検出された乗客の体温データから発熱患者を発見して機内乗務員（
ＣＡ）に注意を喚起する体温データ処理部とを具備する機内乗客の体温監視システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて、
　乗客の放射熱による体温検出が可能な座席周囲の特定位置は、座席に座る乗客に対面す
る前席背面、又は座席に座る乗客に対面する壁面である機内乗客の体温監視システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて、
　乗客の放射熱による体温検出が可能な座席周囲の特定位置は、頭上の荷物入れ（オーバ
ーヘッドコンソール）の底面である機内乗客の体温監視システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて
　前記体温データ処理部は、機内乗務員（ＣＡ）に注意を喚起するために、発熱患者をＣ
Ａ詰め所に設置された座席モニタ上に座席位置と共に表示する機内乗客の体温監視システ
ム。
【請求項５】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて
　前記体温データ処理部は、発熱患者の機内における体温履歴を、ＣＡ詰め所に設置され
た座席モニタ上に表示する機内乗客の体温監視システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて
　前記体温データ処理部は、外部から取り寄せた発熱患者の入出国履歴データを、ＣＡ詰
め所に設置された座席モニタ上に表示する機内乗客の体温監視システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて
　前記体温データ処理部は、機内の各座席につき、座席周囲における推奨隔離範囲を演算
して、ＣＡ詰め所に設置された座席モニタ上に表示する機内乗客の体温監視システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の機内乗客の体温監視システムにおいて
　前記体温データ処理部は、機内の各座席につき、座席周囲の空気を周辺に拡散させない
機内の気流分布を演算して機内の空調設備に実行させる機内乗客の体温監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機内の乗客の体温を座席単位で測定して監視する機内乗客の体温監視シ
ステムに関し、より詳しくは、エボラウイルス、ＭＡＲＳコロナウイルス、ＳＡＲＳコロ
ナウイルスなどの新型ウイルスの国境を超えた感染拡大の防止に特に有効な機内乗客の体
温監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　航空機などの交通手段が発達した昨今、エボラウイルス、ＭＡＲＳコロナウイルス、Ｓ
ＡＲＳコロナウイルスなどの新型ウイルスの国境を超えた感染拡大が大きな社会問題とな
っている。この感染拡大を阻止する現在の代表的な手法は、国際空港での入国時に行う体
温の監視であり、これによって隔離が必要な発熱患者を水際で発見して隔離することによ
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り、新型ウイルスの感染拡大を防ぐ。
【０００３】
　ここにおける体温の監視は、現在は赤外線を利用したサーモグラフィにより入国者の顔
面温度を遠隔から測定することにより実施されているが、通常は歩行中の入国者の体温を
、監視官がディスプレイ上で次々と目視観察する程度であり、観察時間の点からも、入国
者までの測定距離が遠い点からも、また監視をすり抜けた患者が国内へ次々と拡散してい
く点からも、確実な監視体制とは言えない。
【０００４】
　なお、赤外線サーモグラフィを用いた体温の遠隔測定技術、これによる発熱患者の検知
技術は、医療機関等の公的機関を対象としてものでは既に提案されている（特許文献１）
。しかしながら、空港は、医療機関等の公的機関と異なり、非常に多くの不特定多数の人
間が利用するため、体温測定に十分な時間を確保することができず、その採用は現実的で
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２１２１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、新型ウイルス等に感染したおそれがあって隔離が必要と判断される発
熱患者を、入国より前に高い確率で発見できる機内乗客の体温監視システムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の機内乗客の体温監視システムは、航空機内の座席
に座る乗客の放射熱による体温検出が可能な座席周囲の特定位置に取付けられた赤外線カ
メラと、赤外線カメラで撮影された乗客画像データを処理して各乗客の体温を検出する画
像データ処理部と、画像データ処理部で検出された乗客の体温データから発熱患者を発見
して機内乗務員（ＣＡ）に注意を喚起する体温データ処理部とを具備する。
【０００８】
　乗客の放射熱による体温検出が可能な座席周囲の特定位置は、例えば、その乗客の顔面
からの放射熱を検出できる位置であり、具体的には、座席に座る乗客に対面する前席背面
（前の座席の背もたれの背面）である。また、座席に座る乗客に対面する壁面である。ま
た、頭上の荷物入れ（オーバーヘッドコンソール）の底面であり、より正確には、その底
面に設置された読書灯の近傍位置、若しくは読書灯から離れた位置である。
【０００９】
　本発明の機内乗客の体温監視システムによると、航空機内の個々の乗客の体温が至近距
離から、また時間をかけて正確に測定されることにより発熱患者が高精度で発見される。
発熱患者の発見は、ＣＡ詰め所に設置された座席モニタ上の表示灯により機内乗務員に通
知され、注意が喚起される。発熱患者が発見されると、ＣＡは、座席モニタ上に表示され
る発熱患者の機内における体温履歴、入出国履歴を確認することにより、その発熱患者が
新型ウイルスに感染したおそれがある隔離が必要な患者か否かを判定する。
【００１０】
　すなわち、前記体温データ処理部は、画像データ処理部が出力する体温データから発熱
患者を発見して、その座席位置を、ＣＡ詰め所に設置された座席モニタ上に表示する他に
、発熱患者の機内における体温履歴、及び外部から取り寄せた発熱患者の入出国履歴デー
タを、座席モニタ上に表示する。
【００１１】
　こうして機内で発見された隔離対象者は、機内で他の乗客から、場所の面で、また空調
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の面で隔離することが重要となり、この隔離或いはその手助けをも前記体温データ処理部
は実行可能である。
【００１２】
　すなわち、前記体温データ処理部は、予め記憶されたデータに基づいて、隔離対象者が
座る座席の周囲における機内推奨隔離範囲を演算し、座席モニタ上に表示する。ＣＡは、
その表示にしたがって、隔離推奨範囲に座る乗客を隔離推奨範囲外へ移動させる。前記体
温データ処理部は又、座席の周囲の空気を周辺に拡散させない機内の気流分布を演算し、
機内の空調設備に実行させる。また、隔離対象者以外の乗客を安全に降機させるために、
最適な降機順路を演算し、座席モニタ上に表示する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の機内乗客の体温監視システムは、新型ウイルス等に感染したおそれがあって隔
離が必要と判断される乗客を、航空機内で高い精度で発見して、その乗客が不用意に入国
するのを未然に阻止することができるので、極めて有効な水際対策ということができ、防
疫上、多大の効果を発揮し得るものである。
【００１４】
　また、その隔離が必要と判断される乗客を航空機内でも効果的に隔離することにより、
機内での感染も高い確率で防止することができ、この点からも防疫上、多大の効果を発揮
し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態を示す機内乗客の体温監視システムの概略構成図である。
【図２】同体温監視システムのハードウエアの構成を示すブロック図である。
【図３】同体温監視システムでの座席モニタの機能説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１７】
　本実施形態に係る機内乗客の体温監視システムは、図１に示すように、航空機内の座席
１０の背面に取付けられた複数の小型赤外線カメラ２０を具備している。各赤外線カメラ
２０は、機内の各座席１０に座る乗客５０の顔面を撮影するものであり、前の座席１０の
背もたれ１１の背面に取付けられる他、座席１０が対向する壁面にも取付けられる。
【００１８】
　各赤外線カメラ２０から出力される撮影データは、図２に示すように、情報処理装置３
０内の画像データ処理部３１に送られ、その出力データが同じく情報処理装置３０内の体
温データ処理部３２に送られる。なお、情報処理装置３０は機内のコンピュータにより構
成されている。
【００１９】
　情報処理装置３０内の画像データ処理部３１は、各赤外線カメラ２０が撮影した顔面の
画像データを処理して、顔面の放射温度を乗客５０の体温データとして出力する。体温デ
ータ処理部３２は、各乗客５０の体温データを処理して、各乗客５０が新型ウイルスに感
染した可能性がある発熱患者が否かを判断する。
【００２０】
　具体的には、体温データ処理部３２は、機内での乗客５０の体温の履歴（経緯）、具体
的には絶対値及びその上昇等を監視し、例えば１．５度上昇して３８度以上になった場合
、その乗客５０を感染症の危険がある発熱患者と認定する。発熱患者が発見されたときは
、図３に示すように、その発熱患者を機内ＣＡ詰め所に設置された座席モニタ４０上に座
席位置と共に表示して注意を喚起する。
【００２１】
　体温データ処理部３２は、各乗客の体温履歴の他、外部から入力された各乗客の入出国
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履歴データを記憶しており、メニューの選択により、これらを座席モニタ４０に表示する
ことができる。
【００２２】
　発熱患者が発見されると、ＣＡは座席モニタ４０により当該発熱患者の体温履歴、及び
入出力履歴を調べ、当該発熱患者の体温履歴を確認した上で、当該発熱患者が所定期間内
に新型ウイルス感染が問題となっている感染国に入国した経歴があるかを調べ、その経緯
がある場合は、当該発熱患者を隔離が必要な隔離対象者と認定する。発熱患者が感染国に
入国した経歴がない場合は、その発熱患者は、単なる発熱患者で、隔離対象者とは見做さ
れない。
【００２３】
　こうして機内で隔離対象者が発見された場合、ＣＡは座席モニタ４０を通して隔離対象
者の発見を体温データ処理部３２に通知する。これを受けて体温データ処理部３２は更に
様々なデータ処理、及び動作指示を行う。体温データ処理部３２の機能をこれまで述べた
ものを含めて整理すると以下のとおりである。
【００２４】
（１）機内で発熱患者か発見されたことを機内ＣＡ詰め所に設置された座席モニタ４０上
に警告としてその座席位置と共に表示する。座席モニタ４０はタッチパネル式である。
【００２５】
（２）座席モニタ４０のパネル操作により、体温履歴、入出国履歴、隔離範囲、空調管理
、降機順序の各メニューを選択可能とする。
【００２６】
（３）体温履歴メニューを選択することにより、発熱患者の機内での体温の履歴を座席モ
ニタ４０上に表示させると共に、入出国履歴メニューを選択することにより、その隔離対
象者の入出国履歴を座席モニタ４０上に表示させる。ＣＡはこれらの表示を見て発熱患者
が新型ウイルス感染の危険がある隔離対象者か否かを判定する。
【００２７】
（４）隔離範囲メニューを選択することにより、隔離対象者が座る座席の周囲における機
内推奨隔離範囲を座席モニタ４０上に表示させる。ＣＡは、その表示にしたがって、隔離
推奨範囲に座る乗客を隔離推奨範囲外へ移動させる。
【００２８】
（５）隔離対象者が座る座席の周囲の空気を周辺に拡散させない機内の気流分布を演算し
、機内の空調設備に実行させる。空調管理メニューを選択することにより、その空調状況
を座席モニタ４０上に表示させる。
【００２９】
（６）隔離対象者以外の乗客を安全に降機させるのに最適な降機順路を演算する。降機順
序メニューを選択することにより、その降機順路を座席モニタ４０上に表示する。ＣＡは
降機時にその表示に従い乗客を誘導する。隔離対象者を最後まで機内に残し、その機内に
医療関係者を招き入れた後、隔離対象者を医療関係者に引き渡す。
【００３０】
　かくして、新型ウイルスに感染した危険がある乗客を確実に確保、隔離できる。また、
その乗客を他の乗客から効果的に隔離できる。これらにより新型ウイルスの感染拡大を水
際で効果的に阻止することが可能となる。他の乗客は今後所定期間、監視対象となる。
【００３１】
　情報処理装置３０は、各座席に備わるコールボタンの操作に応じてコールサインを座席
モニタ４０上に表示するなど、通常の各種機能を有する。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　座席
　１１　背もたれ
　２０　小型赤外線カメラ
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　３０　情報処理装置
　３１　画像データ処理部
　３２　体温データ処理部
　４０　座席モニタ
　５０　乗客

【図１】 【図２】
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的座椅监视器40上，从而引起对CA的注意。在座位监视器40上显示乘客
的体温历史，进入和退出历史等，其是用于判断是否需要隔离发烧患者
的材料。 发明背景图1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6c7f90e5-ed65-4d54-91c6-f9c70d430fb8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057986692/publication/JP2017029219A?q=JP2017029219A

